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平戸市春日集落拠点施設指定管理仕様書 

 

 平戸市春日集落拠点施設指定管理者が行う業務の内容及びその範囲等は、この仕様書

による。 

 

１ 趣旨 

  本仕様書は、平戸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、

平戸市春日集落拠点施設（以下「施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及び

履行方法等について定めることを目的とする。 

 

２ 施設の管理運営に関する基本的な考え方 

  指定管理者は、次に掲げる項目に沿って施設を管理運営すること。 

(1) 施設は、重要文化的景観「平戸島の文化的景観」の保全と活用を図るため、関連

する資料を保管、展示するとともに、入館者と地域住民の交流促進と交流を軸とし

た地域振興を図るという設置目的に基づき、管理運営を行うこと。 

(2) 効率的かつ効果的な管理運営を行うこと。 

(3) 利用者及び地域住民の視点に立った管理運営を行うこと。 

(4) 個人情報の保護を徹底すること。 

 

３ 施設の概要 

 (1) 名 称   平戸市春日集落拠点施設 

 (2) 所在地      平戸市春日町 166 番地１ 

 (3) 建物構造     木造瓦葺２階建て（展示・多目的棟） 

木造瓦葺平屋建て（交流棟） 

 (4) 管理対象面積  宅地 833.35 ㎡ 山林 863.20 ㎡ 合計 1,696.55 ㎡ 

 (5) 施設内容      

①展示･多目的棟（面積 161.68 ㎡） 

重要文化的景観や世界文化遺産に登録されている春日集落やその周辺情報に関

連する資料の展示と解説を行うスペースである。その他、トイレや休憩場所、

管理運営上必要な執務場所が設置されている。２階はイベント実施に伴う道具

類や施設で配布する印刷物などを収納・整理するバックヤードである。 

②交流棟（面積 38.05 ㎡） 

地元住民を配置し、入館者との交流を深めるためのスペースである。 
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４ 指定管理業務開始日  令和８年４月１日(水) 

 

５ 開館時間等 

(1) 開館時間   午前８時 30 分から午後５時 30 分まで 

(2) 休 館 日   12 月 31 日から１月３日 

  ※ 指定管理者は、市長の許可を得て、開館時間を延長したり、保守点検や施設の

安全性を確保する場合等に休館日を設定することができる。 

 

６ 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 

(1)  施設の運営業務 

①入館者への施設案内と誘導を行うほか、必要に応じて展示品やパネル、映像資料

などを活用して集落の解説を行うこと。 

②入館者数の把握・報告（日報、月報、年報の作成）に関すること。 

③展示品や本棚、配布資料などの管理に関すること。 

④地元自治会及び関係団体との連携調整に関すること。 

⑤施設の情報発信や企画展の開催などに関すること。 

⑥人件費、光熱水費、通信運搬費ほか、必要な物品等などの契約や購入、支出にか

かる経理・契約事務に関すること。 

(2)  施設の維持管理業務 

①警備に関すること 

(ｱ) 開館時刻に合わせて開錠、施錠を行うこと。 

(ｲ) 機械警備における夜間警備の委託契約を締結すること。 

  ②機械設備の保守点検 

(ｱ) 消防法や浄化槽法など関係法令に基づいた保守点検を実施すること。 

(ｲ) 法的義務のない、空調関係の保守点検については、日常の運転の妨げになら

ないよう定期的な保守点検を実施すること。 

③清掃・除草・低木剪定業務 

(ｱ) 施設敷地及び管理すべき駐車場を範囲とし、適時実施すること。 

(ｲ) 清掃は毎日適時実施し、入館者や執務に支障をきたさないよう実施すること。 

④軽微な修繕 

(ｱ) 蛍光灯の交換等１件当たり５万円（消費税及び地方消費税を含む）未満の修

繕を実施すること。これを超えると判断される修繕については、市が修繕を

実施する。 
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⑤防火･防災に関すること 

(ｱ) 防火管理者を選任し、消防計画を策定すること。 

(3)  その他の業務 

①施設の人事管理全般（業務分担、給与管理、勤務体制等） 

②市との連絡調整 

③その他施設の管理に関し必要と認める一切の事務 

 

７ 職員の配置 

 重要文化的景観や世界文化遺産に関連する資料を展示、紹介する施設であることか

ら、入館者に解説できる十分な知識を持った職員を配置すること。 

また、地域振興の観点も含め、現在、入館者満足度が高い地元住民による案内や交

流棟でのおもてなしの仕組みを継続すること。 

 

８ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和 10 年３月 31 日まで（２年） 

 

９ 指定管理料 

(1) 指定管理料は、平戸市の予算の範囲内で指定管理者に選定された団体が提出した

収支予算書の提案額に基づいて協定書で定める額とする。 

 令和８年４月１日から令和 10 年３月 31 日までの指定管理料上限額 

                 １７，４７２，０００円（総額） 

(2) 平戸市は指定管理料を、指定管理の開始の翌月から、協定書で定める金額を、協

定書で定める支払い回数で、協定書で定める期日までに、指定管理者の請求に基づ

いて支払う。 

 

10 法令等の遵守 

  指定管理者は、施設の管理運営にあたっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令に基

づかなければならない。また、その他関連する法令等がある場合は、それらを遵守する

こと。 

 (1) 地方自治法 

 (2) 個人情報の保護に関する法律 

 (3) 平戸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例  

 (4) 平戸市春日集落拠点施設条例  
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 (5) 平戸市春日集落拠点施設条例施行規則 

 (6) 平戸市情報公開条例 

 (7) 平戸市行政手続条例 

 

11 リスク分担 

  協定締結にあたり、指定管理者と平戸市のリスク分担は、原則次のとおりとする。 

項 目 内 容 平戸市 指定管理者 

物価の変動 人件費、光熱水費等単価の変更に伴う経費の増 協議事項 

施設設備の 

損傷 

事故・火災等によるもの 協議事項 

天災等によるもの ○  

施設等の管理上の瑕疵に係る損害  ○ 

経年劣化によるもの（小規模なもの）  ○ 

〃       （上記以外） ○  

第三者による行為で相手方が特定できないもの 協議事項 

法令の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼすもの ○  

指定管理者に影響を及ぼすもの  ○ 

第三者への 

賠償 

管理者としての注意を怠ったことによるもの  ○ 

不可抗力によるもの ○  

セキュリティ 
管理者としての注意を怠ったことによるもの  ○ 

不可抗力によるもの ○  

事業終了時の 

費用 

指定期間終了時、期間中途における業務の廃止又

は指定取消による事業者の撤収費用 
 ○ 

 ※１ その他、上記以外の問題が生じた場合は、協議事項とする。 

 ※２ 協議事項については、事案ごとの原因により判断するが、第一次責任は、指定

管理者が有するものとする。 

 

12 事業報告 

  指定管理者は以下のとおり、報告書を作成し、市長に提出すること。 

(1) 毎月提出する報告書 

①施設の業務の実施状況及び施設の利用状況 

(2) 毎年度終了後提出する報告書 

①施設の業務の実施状況及び施設の利用状況（当該年度分） 
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②収支決算書（当該年度分） 

③委託契約等の実績報告(当該年度分) 

④上記のほか、施設の業務の実態等を把握するために必要な事項 

 (3) 指定期間終了後提出する報告書 

①施設の業務の実施状況及び施設の利用状況（２年分） 

②収支決算書（２年分） 

③委託契約等の実績報告(２年分) 

④上記のほか、施設の業務の実態等を把握するために必要な事項 

※その他、平戸市長が必要とする事項について、求めに応じて報告する。 

 

13 点検・評価（モニタリング）について 

指定管理者は平戸市が定める「指定管理者制度導入施設の点検・評価（モニタリング）

要領」に基づき、施設の管理運営を適正に行っているか自己点検及び評価を行いチェック

シートを作成し、以下のとおり平戸市に提出すること。平戸市はこれを評価し、必要に応

じて改善を指示するほか、モニタリング結果の公表を行う。 

 (1) 年度途中に提出するチェックシート 

ア 上半期（４月から９月まで）の管理運営状況に関する自己点検・評価 

 (2) 年度終了後提出するチェックシート 

ア 年間（４月から翌年３月まで）の管理運営状況に関する自己点検・評価 

 

14 備品・消耗品等の所有権 

 (1) 平戸市が拠点施設に設置する備品・消耗品等については、平戸市の所有とし、

その使用及び保管に十分注意すること。 

 (2) 指定管理者が、自ら購入・搬入した備品等については、指定管理者の所有とす

る。 

 

15 立入検査について 

平戸市は必要に応じ、施設、物品、各種帳簿等並びに管理運営状況について実地に

検査を行う。指定管理者は、合理的な理由なく、これを拒否することができない。 

 

16 その他 

この仕様書に記載のない事項については、平戸市と協議する。 


